
神戸市会活性化に向けた改革検討会　優先検討項目の各会派の考え方（マトリックス版）
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条例案の策定とその体制

・会派が中心と
なって政策提
案し，条例化を
目指して会派
間の議論の場
に持込み，そ
の実現を図
る。

・議員による政
策提案は積極
的に行うべき
であり，必要な
場合は，その
政策を実現す
るための条例
化を図るべき。

・議会は単なる
執行機関の
チェック・追認
する機関では
なく，条例制定
において積極
的に政策実現
を図る役割も
担っていくべ
き。

・議員主導型，
会派主導型，
議員全員型の
いずれかの体
制で，条例案
の立案をまず
行っていくこと
が現実的。そ
の上で，会派
間での協議，
意見調整など
を行うことが必
要。

・市民参加を
十分保障しな
がら条例づくり
を進めることも
必要。

ー

・議員提案条
例は，今後，
益々増加させ
ていかなけれ
ばならず，その
ための体制づ
くりが必要。

・外部に対して
の働きかけ・諮
問・公聴会など
の充実を図
る。

・超党派の「条
例検討会」を
設置した上で，
多様な市民意
見を聴取し，必
要であれば専
門家による調
査研究を踏ま
え，議員同士
が議論，研究
し，政策を練り
上げていく体
制をつくる。

・議会のチェッ
ク機能の一環
として「議員提
案条例」策定
の権能を明文
化しておくべ
き。

・条例案策定
にあたって，
「政策討論会」
や「議員提案
条例研究会」
などの会議を
担保するととも
に，市民意見
を聴くことも必
要。

・議会として政
策立案及び政
策提案を行っ
ていくべきであ
り，必要な場合
は，議員政策
提案条例を制
定することも必
要。

・その過程につ
いて，少数会
派においても
提案が成案化
できるような仕
組みづくりが必
要。

・事務局に法
務能力を有す
る人材を配置
し，条例策定
体制を強化。

・市会事務局
の体制は弱
い。調査・資料
作成等，より迅
速で強力な体
制が必要。

・各議員・各会
派が事務局内
に設置された
部局に当局へ
の資料請求を
依頼できるよう
にするととも
に，当事者及
び当該会派以
外にも請求資
料を検索する
ことを可能とさ
せる。

・議員個々に
秘書や政策の
調査研究を支
援するスタッフ
が制度的に十
分保障されて
おらず，議員
個々を支援す
る体制が必
要。

・会派における
政務調査活動
の充実ととも
に，議会全体
としても政策立
案，条例案策
定能力を高め
るため，外部
委託も含め，
市会事務局の
体制強化が不
可欠。

・市会事務局
に法務専門職
員や，議員の
依頼に基づき
各種調査を担
当する職員の
配置が必要。

・市会事務局
の体制，特に，
法務や調査部
門の強化が必
要。

・三重県のよう
に政治任用制
度の導入や公
共政策大学院
や法科大学院
の院生などの
インターンシッ
プ受入れ等の
制度を検討す
るべき。

・特に，調査課
の機能を強化
して議員政策
提案機能を強
化するべき。

・市会事務局
の体制強化，
事務局専門職
員採用を検討
するべき。

・政策立案や
法制的な検
討・調査等に
優れた事務局
職員の育成が
必要。

・市会事務局
における調査
能力向上や人
員増も検討し
ていくべき。

・現状では，市
長部局との交
流人事で異動
が決まるため，
専門職が育た
ない。

・事務局職員
が専門性を持
つよう，事務局
での在職年数
を延ばす必要
あり。

・また，事務局
を拡大（増員）
することも必
要。

○　議会政策提案条例の制定

事務局の専門性と体制

別紙２

1



民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本

○政務調査活動の在り方

・議員・議会の
政務調査は，
政策形成や条
例制定には不
可欠

・調査目的を
明確にして，終
了後は，HP等
で情報公開す
る必要がある。

・議員及び職
員が，共同で
視察調査を行
えるように規定
を追加する。

・１人での視察
も認められる
べき。

・政務調査費
の支出項目
に，国内外の
視察も追加す
るべき。

・政務調査活
動は，議員が
議会の使命を
果たすために
不可欠の活動
である。

・その対象は
国内外の事例
を含め幅広く
調査研究を行
うべき。

・現在，政務調
査費を会派に
支給し，議員
個人への支給
は認めていな
いが，今後も
変更する必要
はないと考え
る。

・市政に関する
懸案事項等に
ついて論議を
深め，実情を
調査して積極
的な政策立案
活動を行う必
要がある。

・また，そうした
活動を行うた
めに必要な政
策スタッフを採
用し，資料の
収集，調査等，
政策活動を活
発化するべき。

・政務調査費
について，管
外活動の下限
人員（２名）を
撤廃し，政務
調査員・議員
が１名でも調
査を行えるよう
にするべき。

・また，管外調
査実施後，報
告書を市会HP
等で公開する
べき。

・議会資料，調
査資料をキー
ワード検索で
きるよう電子化
を行い，利活
用を促進すべ
き。

ー ー

・「専門的知見
の活用」や「公
募市民・外部
有識者による
調査」を明文
化し，政策立
案・提言機能
を充実させる。
そのための予
算措置も必
要。

・政務調査費
について，現
行２名以上の
管外政務調査
を，単独調査
できるように改
正するべき。

・政務調査費
の支給方法及
び使途基準に
ついて，改善さ
れてきており，
透明性を確保
することは当
然である。

・議員としての
見識・見聞を
広めるために
海外調査は必
要。

・海外調査を
行うに当たり，
基本的なルー
ルづくりを行う
べき。

・国内，海外と
いう枠組みで
はなく，必要で
あれば国内外
問わず視察を
行うことは当然
である。

・特にアジアを
しっかり視察し
交流すること
は必要

・海外調査を
政務調査活動
として認めるこ
とに異論はな
い。

・ただ，国内に
おけるものと同
様，その必要
性，意義にお
いて市民の批
判に耐えうるも
のでなければ
ならない。

・海外調査に
ついては，そ
の必要性を全
く否定するわ
けではない
が，現時点で
は公費ではな
く，私費で行う
べき。

・管外調査を
国内と海外に
分ける必要性
について疑
問。

・一定のルー
ルを定め，各
会派の政務調
査費の中から
適正に執行，
報告等がされ
るべき。

・海外調査に
ついては，現
状どおりで了と
する。

・海外調査に
ついては，各
会派の議論に
おいて，市民
の一般的常識
から見て必要
性があれば行
えるようにす
る。

・その際，事前
に調査計画書
の提出，帰国
後の報告書提
出を義務づけ
る。

・国際化，グ
ローバル化時
代に，海外の
先行事例調査
は重要。

・むしろ，委員
会の定期的な
行政調査を減
らしてでも，海
外調査を行う
べき。

・海外調査を
一律に禁止す
ることは行き過
ぎである。

・市政の発展と
市民福祉の向
上のために、
真に必要な場
合には調査で
きるよう，現状
のままでよい。

海外調査の扱い

政務調査活動の在り方
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・会派の独自
性がどう反映
されるのかを
勘案しつつ，兵
庫県会や他政
令市での実態
について調査
研究が必要。

・５名ごとに１
名の政務調査
員を配置する
べき。

・また，政務調
査員相当分の
費用に別途，
賞与分をプラ
スする。

・本来，議員
個々に複数の
政務調査員を
充てることが望
ましい。

・ただ，予算の
制約もあり，当
面現行制度の
ように会派所
属議員数に応
じた政務調査
員の配置でよ
い。

・今後，積極的
な議会活動を
展開する上
で，政務調査
員が不足する
ことは明らかで
あり，会派ごと
の配置人数の
見直しは必
要。

・政務調査員
の配置基準を
緩和するべき。

・アルバイト雇
用について，
例規では「アル
バイトの雇用
期間は２か月
を限度とする」
とされている
が，見直しを図
るべき。

・事務員の雇
用数につい
て，２人までと
制限されてい
る現制度の緩
和を図るべき。

・政務調査員
の配置基準に
ついて，所属
議員数での上
限を撤廃する
べき。

・政務調査員
を，議員１人に
対して１人位
の割合で配置
する。

・所属は半分
が会派，半分
が事務局職
員。

・非交渉会派
でも政務調査
員が配置でき
るよう検討する
べき。

・現行の政務
調査員の充実
化も課題だ
が，当面は市
会事務局の調
査能力向上の
ために予算を
とるほうがい
い。

・政務調査員
の配置につい
て，現在の基
準に反対であ
り，少数会派で
も配置できるこ
とを求める。
　
・具体的には、
配置基準を、
議員１～４人
の会派には１
人、５～10人で
は２人、11～15
人では３人、16
人以上では４
人に改める。

・政務調査費
の性質上，そ
の大半を政務
調査員やアル
バイトの人件
費に充てること
は許されない。

政務調査員の在り方
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○予算編成権，修正権，議会予算教書

予算編成権

・地方自治法
では予算編成
権は首長に，
承認権は議会
に与えられて
おり，法改正
が行われない
限り現状を変
えることは難し
いため，今後
の検討課題と
する。

・予算要望とし
ての形で予算
に反映させて
いくことは議会
としても必要

・議会として当
局，市長に予
算要望ができ
る場を設置す
る。

・予算要望の
項目が予算に
どのように反
映されたか検
証していくシス
テムを作る。

・法は，議員個
人に予算案の
提出権は認め
ていない。

・法には，普通
地方公共団体
の長の予算提
出権を侵さない
ことを前提に，
議会の増額修
正を明文で認
め，また，講学
上減額修正権
は当然あるとさ
れている。

・ただ，減額修
正の場合も市
長がこれに異を
唱えた場合，議
会に再議に付
すことができる
としており絶対
ではない。

・問題は，まさ
に市長と議会と
の見解が対立
する場合であ
る。

・首長が提案し
た予算案に対
して，会派・議
員が自らの調
査に基づき，
予算案の
チェックを行う
ことがあるべき
姿。

・１月頃，予算
概算要求が発
表されるが，そ
の頃をめどに
各局の第１次
要望も含め，
公開するべき。

・２元代表制で
ありながら議
会の意思が一
本化できない
なら，“議会内
閣制”も検討す
るべき。

・この場合，議
員と首長との
関係が課題と
なる。

・議会として予
算編成するこ
とは，現状では
実力的にも無
理がある。

・職務執行命
令権者と予算
執行者を一致
させるため，議
長に議会費の
予算執行権を
付与するべき。

・現行の地方
自治法上，あく
まで予算編成
権は行政側の
専権事項であ
り，明文化する
必要はない。

・予算編成権
について現行
法に異論はな
いが，会派の
予算要望につ
いて，少数会
派に対して説
明の機会が設
けられておら
ず，少なくとも
文書によるや
り取りは確保さ
れるべき。
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予算修正権

・予算議会に
おいて一部修
正を行うには，
予算編成にお
ける日程をど
のように設定し
ていくかなど検
討を要する。

・また，そのた
めには修正権
を担保できるよ
うな環境づくり
が重要。

・要望という形
で反映させて
いくことを前提
として，地方自
治法の範囲内
で行使すれば
よく，法改正に
より修正権を
拡大する必要
はない。

・長と議会が対
立した場合，ま
ずは互いに議
論を尽くして調
整を図ることに
全力を挙げる義
務があることを
明らかにする。

・調整がつかな
い場合，その争
点が政治的理
由によるもので
あれば，上級執
行機関の長の
裁定を求めたり
裁判所へ提訴
することは慎む
べきで，主権者
たる国民に判
断を仰ぐべきで
あることを明文
で示しておくべ
き。

・予算をチェッ
クした結果，必
要であるなら
ば予算の組み
替え動議など
具体的な修正
を提起するべ
き。

ー ー

・地方自治法
を改正し，議会
の予算修正権
の制約を緩和
するべき。

・「議員提案条
例」の項で，明
記しておく。

・現行法に異
論なし。

議会予算教書

・議会予算教
書を策定する
にはかなりの
労力が必要で
あり，現段階で
は時期尚早。

・議会予算教
書は不必要。
予算全般に渡
り議会として意
見を集約する
ことは現実的
でない。

・神戸市会の
ように政治理
念や政策の異
なる複数の会
派で構成され
る議会では，
包括的予算要
望のような「予
算教書」を全
会一致でまと
めることは極
めて難しい。

・多様な意見を
捨象してまで
策定することを
強く求める考え
はない。

・議会全体で
の「教書」につ
いて，会派によ
りそれぞれの
立場があり，１
つにまとめるこ
とは困難。

・現在，各会派
が行っている
「予算要望書」
が議会予算教
書に準ずるの
ではないか。

・この予算要望
に，一定の強
制力を持たせ
ることで対応で
きる。

・膨大な作業
が必要であり，
もし作成すると
なると執行部と
は別のもうひと
つの官僚組織
が必要。

・多様な価値
観の集合体で
ある神戸市会
では，議会内
で意見が対立
すると教書作
成の先送りと
いう事態も生じ
る。

・将来の課題と
する。

・予算に関して
は，議会での
予算教書作成
に，しばらくは
全力を傾注す
る。

・そのための
「予算教書作
成検討会」の
充実（議員間
討議・外部へ
の諮問・公聴
会等）が必要。

・現時点では
時期尚早。

・将来的に実
現化できれば
いい課題。

・ただ，政党会
派間の調整
や，市民意見
の反映など検
討するべき課
題は多い。

・現実的に無
理である。
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